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藤枝市社会福祉協議会「指定居宅介護支援」重要事項説明書 
 

１．事業者の概要 

名 称        社会福祉法人  藤枝市社会福祉協議会 

所 在 地        静岡県藤枝市岡部町内谷１４００番地の１ 

電 話 番 号        ０５４－６６７－２９４０ 

代 表 者 氏 名        会  長  水 野  明  

設 立 年 月        昭和 ４５ 年 ４ 月 ８ 日 

 

２．事業所の概要 

事業所の名称 社会福祉法人  藤枝市社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所 

事業所の所在地 静岡県藤枝市瀬戸新屋８３番地の６ 

電 話 番 号 ０５４-６４３-３５９０・３５１１（代） ＦＡＸ ０５４－６４３－３５４４ 

事業所の種類 指定居宅介護支援事業所  

事 業 の 目 的 厚生省令で定める要介護状態にある者への居宅介護支援 

事 業 所 番 号 静岡県 第２２７５３０００１６号  （平成１１年８月１日指定） 

事業実施地域 藤枝市全域 

営 業 日 
月曜日～金曜日 （祝休日及び年末年始は除く）               

＊２４時間常時連絡が可能な体制を確保 

受 付 時 間 ８時３０分 ～ １７時１５分 

管 理 者 氏 名 佐藤 香代子 

事業所の運営 

方針について 

利用者等の心身の特性を踏まえ、居宅においてその有する能力に応じ、自立した

日常生活を営むことができるよう、各種関係機関と連携をとり、サービス計画の

作成及び援助を行う 

開 設 年 月 平成１２年４月１日 

事業所が行って

いる他の業務 

介護保険関係 

 指定訪問介護      平成１２年  １月１日（静岡県 2275300016号） 

 指定訪問看護      平成１７年 ４月１日（静岡県 2265390076号） 

 指定介護予防訪問看護  平成１８年 ４月１日（静岡県 2265390076号） 

  

３．職員の体制 

    〈主な職員の配置状況〉※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職   種 常 勤 非常勤 特   記 

１． 管   理   者 １名 － 主任介護支援専門員兼務 

２．  介 護 支 援 専 門 員 ３名以上 －  

 

 

居宅介護支援 
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４．居宅介護支援の内容 
（１）居宅介護支援業務の実施 

①事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるもの

とします。 

②指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。 

 

（２）居宅サービス計画の作成について 

①介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。 

ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族との面接により利用者の置かれている環境、

立場の十分な理解と課題の把握に努めます。 

イ 当該地域における複数の指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族

に提供します。 

ウ 利用者及びその家族は、居宅サービス計画に位置付ける居宅サービス事業所について複数

の事業所の紹介を求めることが可能です。また、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅

サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能です。 

エ 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏

るような誘導または指示を行いません。 

事業所の所属法人以外のサービスについても公平中立に紹介・調整します。 

なお、現在の前６月間の利用状況については【重要事項別紙】のとおりです。 

オ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供

となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を得るためサービス担当

者会議の開催・居宅サービス事業所へ照会を求めます。 

なお、サービス担当者会議をテレビ電話装置などの活用により開催することがあります。 

カ 通常より訪問介護サービスの回数の多い計画は市町村に届け出を行います。市町村が確認

を行った結果、必要に応じてサービス内容が変更となる場合があります。 

②介護支援専門員は、利用者が医療系サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て

主治の医師等の意見を求め、主治の医師等に居宅サービス計画を交付します。 

③利用者が障害福祉サービスを利用している場合、障害福祉制度の相談支援専門員との連携に努

めます。 

④介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用

者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。 

キ 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づ

く居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。 

ク 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事

業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。 

 

（３）サービス実施状況の把握、評価について 

①介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握

（以下「モニタリング」という。）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サー

ビス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

②上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的

に行うこととし、少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一

月に一回、モニタリングの結果を記録します。 

③介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を

定期的に評価します。 

④訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際

に把握した利用者の状態等について、主治の医師等に必要な情報伝達を行います。 

⑤介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、ま

たは利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関す

る情報を提供します。 
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（４）居宅サービス計画の変更について 

事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、事業者と利用者双方の合意をもって

居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものと

します。 
 

（５）給付管理について 

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保

険団体連合会に提出します。 
 

（６）要介護認定等の協力について 

①事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更

の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。 

②事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行い

ます。 
 

（７）居宅サービス計画等の情報提供について 

利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作

成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意

をもって応じます。 

 

（８）虐待防止について 

    利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、委員会の設置、指針の整備、研修の実施等 

   必要な措置を講じます。 
 

（９）身体拘束等の記録について 

身体拘束等行う場合は、必ず、その態様及び時間、その際 の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録するものとする。また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非

代替性及び一時性の３つの要件を満たすことについて、事業所としてこれらの要件の確認等の

手続きを慎重に行うこととし、できる限りその具体的な内容について記録を行います。 
 

（10）感染症対策について 

    事業者は感染症が発生し、又はまん延しないように、委員会の設置、指針の整備、研修・ 

   訓練の実施等必要な措置を講じます。 
 

（11）業務継続計画について 

    事業者は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実

施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じます。 

５．居宅介護サービスの利用料 

要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はあり

ません。事業所が保険者へ請求を行います。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができな

くなった場合、１ヶ月につき要介護度に応じて利用者負担金をいただき、当事業所からサービス

提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全

額払戻を受けられます。 

居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険

からサービス利用料金に相当する給付「（基本単位数＋加算）×地域別の１単位単価」を受領しま

す（法定代理受領）。藤枝市は地域区分が 7 級地であるため、1 単位単価は、１０．２１円です。 

居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を

行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、必要なケアマネジメント

業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うこ

とが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定を行います。 
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（１）基本単位数 

要介護１・２ １，０８６単位 要介護３～５ １，４１１単位 

（２）加算 

項  目 単位 備     考 

特定事業所加算Ⅱ ４２１単位 

・２４時間連絡体制を確保し、かつ必要に応じて利用   

者等の相談に対応する体制を確保 

・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施 

・毎週の会議の開催・減算の未適用 

・地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介 

された場合にも、居宅介護支援を提供 

・家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、

障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対

象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、

研修等に参加 

・介護支援専門員実務研修における科目等に協力又は

協力体制を確保 

・他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同

で事例検討会・研修会等を実施 

初回加算 ３００単位 
新規に居宅介護支援を提供した場合 

要介護状態区分が 2 区分以上変更された場合 

入院時情報連携 

加算Ⅰ 
２５０単位 

入院した日のうちに情報提供を行った場合 

※入院日以前の情報提供を含む 

※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合

は、入院日の翌日を含む 

入院時情報連携 

加算Ⅱ 
２００単位 

入院した日の翌日又は翌々日に情報提供を行った場合 

※営業時間終了後に入院した場合であって、入院日か

ら起算して 3 日目が営業日でない場合は、その日の翌

日を含む 

退院・退所加算 

Ⅰ～Ⅲ 

 ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加無 ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加有 

連携１回 イ：４５０単位 ハ：６００単位 

連携２回 ロ：６００単位 ニ：７５０単位 

連携３回 × ホ：９００単位 
 

医療機関や介護保険施設等を退院・退所し居宅サービス等を利用する

場合において、医療機関等の職員と面談を行い利用者に関する必要な

情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する

調整を行った場合 

（初回加算を算定する場合は、算定しない） 
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緊急時等居宅 

カンファレンス 

加算 

２００単位 

病院または診療所の求めにより、職員とともに利用者

の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じ

て居宅サービス等の利用調整を行った場合 

ターミナルケアマ

ネジメント加算 
４００単位 

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケア

の方針に関する利用者又はその家族の意向を把握した

上で、その死亡日及び死亡日前 14 日以内に 2 日以

上、利用者又はその家族の同意を得て、利用者の居宅

を訪問し、利用者の心身の状況等を記録し、主治の医

師及び居宅サービスに計画に位置付けた居宅サービス

事業者に提供した場合 

24 時間連絡がとれる体制を確保する 

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス

に関するガイドライン」等の内容に沿って行う 

運営基準減算 
所定単位の

５０％ 

指定居宅介護支援の事業所の人員及び運営に関する基

準に定める規定に適合しない場合 

特定事業所集中 

減算 
－200 単位 

事業所において前 6 月間に作成した居宅サービス計画

に位置付けた指定の事業（訪問介護/（地域密着型）通

所介護/福祉用具貸与）における特定の事業者の割合

が、全体の 8 割を超える場合 

特定事業所医療 

介護連携加算 
１２５単位 

（1） 前々年度の 3 月から前年度の 2 月までの間にお

いて退院・退所加算に係る病院等との連携回数

（情報の提供を受けた回数）の合計が 35 回以

上 

（2） 前々年度の 3 月から前年度の 2 月までの間にお

いてターミナルケアマネジメント加算を 15 回

以上算定 

（3） 特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）を算定していること 

通院時情報連携 

加算 
５０単位 

利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席

し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活

環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等

から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居

宅サービス計画に記録した場合 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

当事業所に料金をお支払いいただく場合については、月ごとの精算とさせていただきます。毎

月１５日頃までに、前月分のご請求をさせていただきますので、２７日までに以下のいずれかの

方法でお支払いください。 

書式変更: タブ位置:  4.66 字(なし) 
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６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供にあたって 

居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証に記載された内容

（被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間、負担割合）を確認させていただき     

ます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行わ

れるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けてい

る要介護認定の有効期間が終了する 30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。 

 

（２）介護支援専門員の交代 

① 事業者からの介護支援専門員の交代 
事業者の都合により、介護支援専門員を交代することがあります。 

介護支援専門員を交代する場合は、利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう

十分に配慮するものとします。 

② 利用者からの交代の申し出 
選任された介護支援専門員の交代を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当

と認められる事情その他交代を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門

員の交代を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の介護支援専門員の指名はでき

ません。 

 

（３）入院が必要になった場合 
医療機関等に、入院することになった場合、利用者に係る担当居宅介護支援員の氏名及び連絡 

先を医療機関にご提示、若しくは伝えてください。 

 

（４）サービスの終了 

  ①利用者のご都合でサービスを終了する場合 
サービスの終了を希望する日の 7 日前までに文書で申し出て下さい。市町村への居宅サービス

計画届出終了後に解約した場合、解約料はかかりません。 

  ②事業者の都合でサービスを終了する場合 
人員不足等やむを得ない事情によりサービスの提供を終了させていただく場合は、サービス終 

了日の 1ヵ月前までに文書により通知します。 

③利用者からの契約解除 
次の場合利用者は、文書で通知することにより直ちに契約を解除することができます。 

イ． 窓口での現金支払 
 

ロ．下記指定口座への振り込み 

  島田掛川信用金庫 藤枝東支店 普通預金 ０３０１５４５ 

口座名義：社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会 会長 水野 明 
 

  ハ．口座自動引落 

      利用者のご指定 

口座より毎月27日にお引落しさせていただきます。 

(27日が平日でない場合は、金融機関の翌営業日)  

＊スルガ銀行は手続きできません。 

＊郵便局は、手続きの都合上１ヵ月遅れとなります。 

（開始１ヵ月分は現金集金となります。） 
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ア 事業者及び介護支援専門員が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

イ 守秘義務に反した場合 

ウ 利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

④事業者からの契約解除 
次の場合事業者は本契約を解除することができます。 

ア 利用者が身体状況及び病歴等の告知をしない又は不実の告知を行ったことに起因して重大な 

事情を生じさせた場合 

イ 利用者の故意又は重大な過失により事業者もしくは介護支援専門員に重大な事情を生じさせ、 

その状況の改善が見込めない場合 

  ⑤自動終了 
次の場合は自動的に終了となります。 

ア 利用者が、施設に入所、又は長期入院した場合 

イ 利用者の介護認定区分が自立と認定された場合 

ウ 利用者が死亡した場合 

７．秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者

及びその家族

に関する秘密

の保持につい

て 

 

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚

生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱

いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及びサービス従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びそ

の家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても

継続します。 

④ 事業者は、サービス従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保

持させるため、サービス従業者である期間及びサービス従業者でなくなった後

においても、その秘密を保持するべき旨を、サービス従業者との雇用契約の内

容とします。 

（２）個人情

報の保護につ

いて 

 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等に

おいて、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報につ

いても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族

の個人情報を用いません。 

②  事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によ

るものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって

管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示する

こととし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅

滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとしま

す。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) 

 ※記録はその完結の日から 2 年間保管しています。 

 

８．緊急時の対応方法 
サービス提供中に利用者の容態の急変があった場合は、主治医に連絡する等必要な処置を講

ずるほか、家族が不在の場合等、必要に応じて別記の緊急連絡先へ速やかに連絡します。 
 

９．損害賠償保険への加入 
当事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています。 
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保 険 会 社 名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

保 険 名 損害賠償責任保険 

 

１０．サービス利用の相談・苦情等の受付について 
（１）当事業所における苦情の受付及びサービス利用等の相談(お客様相談係) 

サービスに対する苦情や意見、利用料の支払いや手続きなど、サービス利用に関する相談、利

用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。 

苦情解決責任者……（事務局長）齊藤 宏和 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

藤枝市 

地域包括ケア推

進課 

地域支援係 

所 在 地 藤枝市岡出山１－１１－１ 

Ｔ Ｅ Ｌ 0 5 4 - 6 4 3 - 3 2 2 5 Ｆ Ａ Ｘ 0 5 4 - 6 4 3 - 3 5 0 6 

受 付 時 間 
月～金 ８：３０～１７：１５（祝祭日、年末年始は除

く） 

静岡県  

国民健康保険 

団体連合会 

所 在 地 静岡市葵区春日２－４－３４ 

Ｔ Ｅ Ｌ 0 5 4 - 2 5 3 - 5 5 9 0 Ｆ Ａ Ｘ 0 5 4 - 2 0 5 - 3 3 1 5 

受 付 時 間 
月～金 ９：００～１７：００（祝祭日、年末年始は除

く） 

お 客 様 

相 談 係 

 苦情受付窓口担当者    在宅福祉センター長 海老名 重徳 

Ｔ Ｅ Ｌ 0 5 4 - 6 4 3 - 3 5 1 1 Ｆ Ａ Ｘ 0 5 4 - 6 4 3 - 3 5 4 4 

受 付 時 間      毎週  月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５(祝祭日、年末年始は除く) 
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令和   年   月   日 

 

 居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要事項の説明を

しました。 

 

事 業 者 所 在 地 藤枝市岡部町内谷１４００－１ 

事 業 者 名 社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会 

 

事 業 所 所 在 地 藤枝市瀬戸新屋８３番地の６ 

名    称  社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会 

居 宅 介 護 支 援 事 業 所 

 

説明者氏名               

 

                          

                                

私は、契約書及び本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要事項の説明を受け、サー

ビス提供の開始に同意しました。 

 

利  用  者 

（ 住    所 ）                      

          

                    （ 氏    名 ）                    ㊞ 

 

 

                    代 理 人（続柄              ） 

                  

                             （ 住    所 ）                      

          

                        （ 氏    名 ）                    ㊞ 

 

 

 

 利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思

を確認のうえ、私が利用者に代わってその署名を代筆しました。 

 

              代  筆 者（続柄             ） 

                

                             （ 住    所 ）                      

          

                        （ 氏    名 ）                      
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サービス利用の手順 

 

 要介護認定の申請  

↓ 

 要介護認定の通知  

↓ 

【在宅のサービスを受けたい場合】    【施設に入所したい場合】 

↓                                                ↓ 

 介護支援事業者の選定                 介護保険施設への相談  

        ↓                            ↓ 

 介護支援事業者への相談                       介護保険施設との契約  

 

 居宅サービス計画案の作成依頼 …⇒この時点で【介護支援契約】を行うこともある。 

 

↓                        …⇒ただし、契約後のキャンセルは自由です。 

 居宅サービス計画案の提示    …⇒居宅サービス計画の仮案を示してもらう。 

 介護支援事業者との契約      …⇒計画案がよいと思えば事業者を決め、契約します。 

↓ 

 サービス担当者会議等の連絡調整 …⇒事業者同士の調整が行われます。 

↓ 

 居宅サービス計画への同意【確定】…⇒十分な説明を受けてから同意します。 

↓ 

 居宅サービス事業者との契約 …  ⇒この段階で各事業者と契約します。 

↓                       …⇒サービスの内容及び利用者負担等は十分に確認 

 各サービスの計画的な提供  

 

⇒各サービス事業者からの定期的報告  …⇒事業者は記録をとっています。 

⇒介護支援事業者の点検評価・報告     

⇒苦情・相談の申し出              …⇒ 

 ↓ 

２ 巡 目 
 ↓ 

 要介護認定更新の申請     …⇒要介護認定の有効期間が切れる前に申請します。 

↓                    ＊＊【後の手続きは同じ】 

 要介護認定の更新  

↓ 

 介護支援事業者との契約の更新  …⇒ 

 各サービス事業者との契約更新  

↓ 

 各サービスの提供【継続】 
 

 

契約の有効期間は、要介護認定の有効期間に合わせ

るのが通常ですので、ここで契約を更新します。 

この時点で事業者や契約内容を見直すことも可
能。  

サービスに不満や苦情があれば事業者

や市等に苦情の申し出を。 


